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プロフリークライマー・野口啓代さんに市民栄誉賞

　10 月 19 日、プロフリークライマーの野口啓代さんに龍ケ崎
市市民栄誉賞が贈られました。
　表彰式では、中山市長から表彰状と記念品などを贈呈。オリ
ンピック期間中に実施していた「メッセージボード」の皆さん
からのメッセージを集めたアルバムもプレゼント。また、母校
の八原小学校と城ノ内中学校の児童・生徒の皆さんと、オンラ
イン交流会を行いました。

　オンライン交流会では、子どもたちからの野口さんへのメッ
セージの他、「失敗した時の立ち直り方は？」「ボルダリング以
外で好きなことは？」「メダルを獲得した時の気持ちは？」など
のたくさんの質問に、笑顔でお答えいただきました。
　野口さんは、ボルダリングワールドカップで日本人として初
めての優勝を飾りました。その後４度の年間総合優勝を成し遂
げるなど、これまで国内外にわたって活躍し、数々の輝かしい
成績を収めてきました。体の柔軟性と、多くの経験を生かした
繊細で粘り強い登りが特徴の選手で、現役最後の大会として挑
んだ 2020 オリンピック東京大会では見事銅メダルを獲得し、
私たちに大きな感動と明るい希望を与えてくれました。

野口さんは、「龍ケ崎市で生まれ育った私にとって、市民栄誉
賞をいただけたことはうれしく思います。大好きなクライミング
を通じて、今後は市民の皆さんに恩返しができる活動をしていき
たいです。これからも応援よろしくお願いします」とコメント。
　今後は、クライミングの魅力を広く伝え、クライミング界を
ますます盛り上げてくれることを楽しみにしています。みんな
で応援していきましょう。
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　「長山地区みんなのラジオ体操会」
（代表・渋沢利秋さん）は、雨天時
などを除き、正月も含め毎朝６時
30 分から長山第三児童公園でラジ
オ体操を行っています。
　地域の人々の健康増進と交流の場

に、そしてこの地域の子ども達の故郷の思い出となるよう、
無理せず楽しみながら参加できる市民活動として、「住みや
すいまちづくり」を目的に平成 26 年（2014 年）９月 12
日から始まりました。
　活動８年目の現在は、地域住民を中心に、１日平均 35 人が集う“地域の朝の活動”として定着しています。
一方で、コロナ禍での外出機会の減少に代わる憩いの場として、また高齢者の生きがいや安否確認の場とし
ての役割も担っているとのことです。
　「感染防止に努めながら、コロナ禍で弱りがちな心や体を元気にし、地域の人々との交流を活性化する機
会として、今後もラジオ体操に取り組んでいきたいです。市全体で、もっとラジオ体操の取り組みが広がっ
て欲しいですね」と、渋沢代表。今後も積極的に活動を続けていくとのことです。

まいりゅう
応援団

市内で活動しているサー
クル・団体・個人などを
紹介します。

＼新型コロナにも負けず、毎朝のラジオ体操で健康づくり＆地域交流／
長山地区みんなのラジオ体操会

■蟹山駅長コメント（JR龍ケ崎市駅）
　昨年は龍ケ崎コロッケ・常磐線を拝し、龍ケ崎市駅
が見事総合グランプリを獲得しました。
　今年は関東鉄道竜ヶ崎線をアピールし、竜ヶ崎駅長
とともにグランプリ連覇を目指します！
　皆さまの投票お待ちしております！

\Twitter の投票で関東鉄道竜ヶ崎線を応援しよう /
帰ってきた！駅長対抗！＃いばらきの魅力総選挙開催中！

昨年、JR 龍ケ崎市駅が総合グランプリを獲得した「駅
長対抗！いばらきの魅力総選挙」が帰ってきました！
　総選挙では、エントリーした県内鉄道会社の駅長た
ちが、各駅自慢の魅力を Twitter 上でアピールし、投
票で総合グランプリを決定します。開催期間は、10
月１日から 12 月 14 日まで。今回は、JR 龍ケ崎市駅
の蟹山駅長と関東鉄道竜ヶ崎駅の野口駅長がタッグを
組み、竜ヶ崎線の魅力を発信し、2 連覇を目指します！
　龍ケ崎の魅力を多くの方に知ってもらうため、みん
なで応援しましょう！

■投票の方法
① Twitter「ムコナの★ちい旅　JR 東日本水戸支社【公式】」にアクセス

※右の二次元コードからアクセスできます
②準決勝A=11 月 5日～ 11日・決勝=11月 22日～ 28日の投票期間に、Twitter のアンケート機

能でイチ押しの駅に投票（例：竜ヶ崎線【JR 東日本 龍ケ崎市駅・関東鉄道 竜ヶ崎駅】）

■野口駅長コメント（関東鉄道竜ヶ崎駅）
竜ヶ崎線は皆さまに愛され120年。時代を越えて走っ

てきましたが、今はコロッケ推しで走っています（笑）
“コロッケの街、龍ケ崎！”といわれるよう、私自身
も推しに推しています。
　総選挙では、脱！魅力度ランキング最下位の意気込
みで、人気 No.1 かつ優勝目指し全力で頑張ります！
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図書館だより☎0297-64-2202
今月の新刊  その他にもたくさんの本が入りました

文
学

『炎上フェニックス』　石田衣良
『嗤う淑女二人』　中山七里
『逆玉に明日はない』　楡周平
『透明な螺旋』　東野圭吾
『オーラの発表会』　綿矢りさ

そ
の
他

『分裂と統合で読む日本中世史』　谷口雄太
『おうち避難のためのマンガ防災図鑑』　草
野かおる

『ジェンダーと脳』　ダフナ・ジョエル
『心とくらしが整う禅の教え』　吉村昇洋
『森のブッシュクラフト図鑑』　スズキサトル

児
童

『しらべるちがいのずかん』　おかべたかし
『５さいからはじめるしょうぎ』　杉本昌隆
『おちょやん女優編』　八津弘幸

絵
本

『うさぎちゃんつきへいく』　せなけいこ
『くすのきだんちのおとなりさん』　武鹿悦子
『いっぱいさんせーい！』　宮西達也

11 月のおはなし会【事前予約制】
時間はいずれも午前 10 時 30 分～ 10 時 45 分。

定員各 10 人。
●こぐまちゃんのおはなし会　９日（火）
●おはなし会　13 日・27 日（土）
●たつの子お話タイム　13 日（土）

ドキュメンタリー牛山純一の世界【事前予約制】
　上映時間 50 分。定員８人。
▶日時：11 月 28 日（日）午後２時から
▶上映作品：「牛山純一と仲間たち　世界民族紀行　

アマゾン・シングー川に生きる　カマユラ族と精
霊　カヤビ族と精霊」

11 月の休館日　11 月８日（月）

りゅうほー広場

事前予約制の申込方法
　電話かカウンターで申し込み。参加者の氏名・代表者の
電話番号をお知らせください。
※イベントは中止となる場合があります

Ｎ・HOゲージ鉄道模型ジオラマと、ヨーロッパの古城ジオラマ展示会
　10 月９日、市民交流プラザに「Ｎ・
HO ゲージ鉄道模型ジオラマ展示会」
を見に行きました。

　作者の助川洋一さんの鉄道模型を見るのは、５月に続
き２回目です。今回は走る模型電車に搭載したカメラで
撮影した風景を見せてもらえました。民家の横を走り抜
けたり、鉄橋を渡ったり、まさに自分が電車の運転士さ
んと並んで立っている気分になれて面白かったです。

助川さんによると、「遠くの景色よりは、線路まわりの
雑草などの造形に力を入れるとリアルさが増す」そうです。

　同時開催されていたのが、「ヨーロッパの古城ジオラマ」
です。作者の青木正英さんは、ジオラマ制作を始めてま
だ２年だというのに、驚くほどリアルで美しい古城のジ
オラマが並んでいました。
　妥協できない性格の青木さんは、車や人など小さすぎ
て手に入らないパーツなどは自分で作り、つまようじで
彩色するそう。古城の庭の小道などの並木で隠れて見え
ない場所などは、SNS 上で呼びかけると現地に住んでい
る人が正確なレイアウトを教えてくれたりするそうです。
　鉄道の助川さんと古城の青木さん、ジオラマのテーマ
は違いますが、自分だけのこだわりを追求して楽しむお
二人の瞳はキラキラしていました。

【広報ボランティア：中野】

広報
ボランティア
レポート

会場入口では、助川さん
手作りの踏切の標識がお
出迎え。

お城の紹介ポスターの下４
枚の写真がジオラマだとは、
全く気付きませんでした！
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「湯ったり館」優待券と
図書カードが当たる！ 　①～⑤のヒントをもとに下のマスに文字を入れてください。

Ａ～Ｅの文字を順に並べると答えになります。
ヒント（ヨコ）
①野口啓代さんに龍ケ崎市●●●栄誉賞が贈られました。
②放置していると、糖尿病・高血圧・脂質異常症・●●
●●●●●●などの生活習慣病になるリスクが高くな
ります。
③ 2020東京オリンピック銅メダルを獲得した、八原小・
城ノ内中出身のプロ●●●●●●●●・野口啓代さん
に、市民栄誉賞が贈られました。
④ご近所の理解を得て、●●●●にならないようにするなど
⑤「乳幼児●●●●●症候群（SIDS）」は、元気にすく
すく育っていた赤ちゃんが睡眠中に突然亡くなってし
まう、原因不明の病気です。

応募方法　答え（例「11月号答＝●●●●●（ABCDEに入る文字）」）と郵便番号・住所・氏名（ふ
りがな）・年齢・電話番号・『りゅうほー』の感想やご意見などをはがきに書いて、〒 301-8611 市
役所りゅうほークイズ係までお送りください。右の二次元コードからも応募可。応募は 1人 1枚ま
で・令和３年 11月 30日（必着）。正解者の中から抽選で 10人に、1,000 円分の図書カードと「湯ったり館」
の優待券 2枚を差し上げます。当選者は 12月後半号で発表します。いただいた感想などは『りゅうほー』で
紹介させていただく場合がありますので、ご了承ください。

D

C

A

E

B

①

⑤

③

②

④

　「たつのこマルシェ」は、
龍ケ崎で採れた新鮮野菜や物
産品の販売など、“ふれあい”
と“おいしさ”が集まる交流の場です。
　お楽しみイベントは、新型コロナウイルス感
染症の拡大防止のため、お休みします。

毎月第２土曜日はマルシェへお越しください！
▶日時：11 月 13 日（土）
　　　　午前 10 時～午後１時
▶場所：さんさん館前（たつのこやま隣）
▶今月のおすすめ：新米・ネギ・レンコンなど

問まちづくり・文化財団
　☎ 0297-62-2227（月曜休館）

※小雨決行、荒天中止。新型コロナウイルス感染症の感
染拡大状況によっては、中止の場合があります。当日の
開催状況などは財団 Facebook をご確認ください

◦マスク着用のご協力をお願いします
◦買い物の際は、前に並んでいる方と間隔を空け

てお並びください
◦県の感染拡大防止システム「いばらきアマビエ

ちゃん」に登録しています。ご来場の際は、会
場に掲示してある宣誓書から、ご登録をお願い
します

◦ごみ削減のため、マイバッグをご持参ください

※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、まいりゅ
うとの触れ合いはご遠慮いただいています。また、密を避
けるため状況により出演がなくなる場合があります

11/7 まいんバザール【にぎわい広場】

11/13 関鉄竜ヶ崎駅前ビールまつり【関東鉄道竜ヶ崎駅】JR常磐線龍ケ崎市駅秋まつり【JR龍ケ崎市駅】
12/5 まいんバザール【にぎわい広場】

たつのこ図書館で絵本を
読んだよ～ん！
ここねぇ、座れるし机み
たいにも使えるんだよ～
ん！楽しいね～！

YouTube「おうち
で、さんさん館」に
出演して踊ってき
たよ～ん！
見てね～！

まいりゅう出没情報（予定）

まいりゅうの写真やイラストなどを募集します。氏
名（P.N 可）・住所・コメントを添えて、りゅうほー
編集室「まいりゅうを探せ」係E citysales@city.
ryugasaki.lg.jp へお寄せください。

りゅうほー広場

YouTube「おうち

見てね～！



■ 11月の納付　国民健康保険税⑤／介護保険料⑤／後期高齢者医療保険料⑤／保育料徴収金／市営住宅使
用料／放課後児童健全育成事業保護者負担金　※納期限（口座振替日）は 11 月 30 日です

還付金詐欺にご注意ください！　相手の言葉をうのみにせず、市役所などにご確認ください

休日当番医 診療時間：午前９時～午後４時　市外局番：0297

11/3（水）ひかりの森内科クリニック ☎ 85-5601 北竜台耳鼻咽喉科クリニック ☎ 95-3387
11/7（日） いしかわクリニック ☎ 62-0378 吉澤胃腸内科医院 ☎ 66-0977
11/14（日） 飯野クリニック ☎ 60-2323 竜ヶ崎医院 ☎ 62-0550

広報
龍ケ崎

11月
前半号

令和３年度龍ケ崎市一般会計補正予算（第７号）に係る
専決処分の不承認とその後の措置など

毎
月

第
１

・
３

月
曜

発
行

（
１

月
号

は
第

３
の

み
）

●この広報紙は、㈱茨城読売 IS に委託し、市内の全世帯に発行日から４日間
で配付しています。配付についてのお問い合わせは市シティセールス課まで

再生紙を
使用しています

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

■用語解説と条文の抜粋
◦専決処分
　本来議会において議決、決定する事件について、特定の場合に
地方公共団体の長が議会に代わって当該事件を処分すること。
◦定例会
　地方公共団体の議会の会議の種類のひとつ。定例会は付議事件
の有無にかかわらず、定例的に、毎年条例で定める回数招集する。
龍ケ崎市では年４回と定め、毎年３月・６月・９月・12 月に開会し。
一方で、臨時会は必要がある場合において、特定の事件に限って
招集する。
◦補正予算
　予算の調製後に生じた事由に基づき、既定の予算に追加その他
の変更を加える必要が生じたときに調製する予算。
◦地方自治法第 179条
　普通地方公共団体の議会が成立しないとき、第 113 条ただし書
の場合においてなお会議を開くことができないとき、普通地方公

共団体の長において議会の議決すべき事件について特に緊急を要
するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかであると
認めるとき、または議会において議決すべき事件を議決しないと
きは、当該普通地方公共団体の長は、その議決すべき事件を処分
することができる。
　ただし、第 162 条の規定による副知事または副市町村長の選任
の同意および第 252 条の 20 の２第４項の規定による第 252 条
の 19 第１項に規定する指定都市の総合区長の選任の同意につい
ては、この限りでない。
２ 議会の決定すべき事件に関しては、前項の例による。
３ 前二項の規定による処置については、普通地方公共団体の長は、

次の会議においてこれを議会に報告し、その承認を求めなけれ
ばならない。

４ 前項の場合において、条例の制定若しくは改廃又は予算に関する
処置について承認を求める議案が否決されたときは、普通地方公
共団体の長は、速やかに、当該処置に関して必要と認める措置を
講ずるとともに、その旨を議会に報告しなければならない。
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の
要
件
の
う
ち
、「
特
に
緊
急
を

要
す
る
た
め
議
会
を
招
集
す
る
時
間
的
余

裕
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
と
認
め

る
と
き
」
を
適
用
し
、
去
る
令
和
３
年
７

月
９
日
に
専
決
処
分
を
行
い
ま
し
た
。

専
決
処
分
後
の
議
会
報
告

専
決
処
分
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法

第
１
７
９
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
、
市

長
は
「
次
の
会
議
に
お
い
て
こ
れ
を
議
会

に
報
告
し
、
そ
の
承
認
を
求
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
に
基

づ
き
、
令
和
３
年
第
３
回
龍
ケ
崎
市
議
会

（
９
月
）
定
例
会
に
報
告
を
行
い
ま
し
た

が
、「
本
件
に
つ
い
て
は
緊
急
性
が
認
め

ら
れ
ず
、議
会
の
招
集
等
が
可
能
だ
っ
た
」

な
ど
と
し
て
、
議
会
全
会
一
致
で
不
承
認

と
な
り
ま
し
た
。

専
決
処
分
の
不
承
認
に
伴
う
措
置

地
方
自
治
法
第
１
７
９
条
第
４
項
の
規

定
に
よ
り
、「
予
算
に
関
す
る
処
置
に
つ

い
て
承
認
を
求
め
る
議
案
が
否
決
さ
れ
た

と
き
は
、
普
通
地
方
公
共
団
体
の
長
は
、

速
や
か
に
、
当
該
処
置
に
関
し
て
必
要
と

認
め
る
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
そ

の
旨
を
議
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

「
必
要
と
認
め
る
措
置
」
と
し
て
、
専

決
処
分
を
行
っ
た
予
算
を
減
額
す
る
補
正

予
算
の
提
案
な
ど
が
考
え
ら
れ
ま
す
が
、

新
た
な
体
制
づ
く
り
な
ど
に
は
、
行
政
監

察
監
の
力
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
、
引
き

続
き
業
務
を
遂
行
さ
せ
る
こ
と
が
最
善
の

策
で
あ
る
と
判
断
し
ま
し
た
。

そ
こ
で
、
市
民
の
皆
さ
ま
に
対
す
る
説

明
責
任
を
果
た
す
と
い
う
観
点
か
ら
、
前

記
の
と
お
り
専
決
処
分
を
行
っ
た
経
緯
お

よ
び
専
決
処
分
が
不
承
認
と
な
っ
た
こ
と

に
つ
い
て
、
市
公
式
Ｈ
Ｐ
・
広
報
紙
を
通

じ
て
、
市
民
の
皆
さ
ま
に
報
告
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。

今
後
の
市
政
運
営

今
回
の
専
決
処
分
の
不
承
認
に
つ
い
て

は
、
市
長
と
し
て
大
変
重
く
受
け
止
め
て

お
り
ま
す
。
特
に
、
行
政
監
察
監
を
設
置

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
お
よ
び
そ
の

緊
急
性
な
ど
、
専
決
処
分
の
背
景
に
つ
い

て
、
議
会
へ
の
説
明
が
不
足
し
て
い
た
も

の
と
認
識
し
て
お
り
ま
す
。

今
後
は
、
専
決
処
分
を
行
う
際
に
は
、

こ
れ
ま
で
と
同
様
に
法
令
を
遵
守
し
、
適

正
な
事
務
執
行
に
努
め
る
こ
と
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
議
会
に
対
す
る
事
前
説
明
等

の
充
実
を
図
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
十
分

ご
理
解
を
い
た
だ
け
る
よ
う
、
ひ
い
て
は

市
民
の
皆
さ
ま
の
ご
理
解
を
い
た
だ
け
る

よ
う
、
鋭
意
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。




